
は
川
越
社
会
保
険
事
務
所
（
℡
２

４
２-

２
３
４
５
）
に
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
国
保
年
金
課
国
民

年
金
係
・
℡
内
線
２
４
８
１

介
護
保
険
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
者

を
募
集
し
ま
す

市
内
に
お
い
て
来
年
度
、
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
者

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

●
公
募
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
の
種
類
お
よ
び
圏
域

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
…

第
２
圏
域
・
第
４
圏
域

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
…
第
１
圏
域
・
第
６
圏

「
お
知
ら
せ
パ
ッ
ク
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
消
防
局
救
急
課
救

急
指
導
担
当
・
℡
２
２
２-

０

１
６
０

川
越
社
会
保
険
事
務
所

か
ら
の
お
知
ら
せ

こ
の
た
び
の
不
適
正
事
案
を
踏

ま
え
、
平
成
十
六
年
度
の
一
部
と

同
十
七
年
度
分
の
国
民
年
金
保
険

料
の
免
除
な
ど
に
つ
い
て
、
被
保

険
者
全
体
の
申
請
期
限
を
延
長
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

●
届
け
出
の
延
長
期
間

10
月
31
日
惜
ま
で
。

＊
改
正
前
の
申
請
期
限
は
、
全
額

免
除
・
半
額
免
除
・
納
付
猶
予
が
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域
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

入
所
者
生
活
介
護
…
第
２
圏
域

●
事
前
相
談
受
付
期
間

九
月
一
日
昔
〜
二
十
九
日
昔

の
、
午
前
八
時
三
十
分
〜
午
後
五

時
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）。
電
話
予
約
の
う
え
、
直
接

お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
申
請
受
付
期
間

十
一
月
一
日
戚
〜
十
七
日
昔

の
、
午
前
八
時
三
十
分
〜
午
後
五

時
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）。
申
請
に
は
、
事
前
相
談
が

終
了
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

す
。詳

し
く
は
、お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
介
護
保
険
課
計
画

担
当
・
℡
内
線
２
５
６
３

７
月
31
日
、
学
生
納
付
特
例
が
４

月
30
日
ま
で
で
し
た
。

●
対
象
期
間

全
額
免
除
・
半
額
免
除
・
納
付
猶

予
…
平
成
16
年
度
の
一
部
＝
平

成
17
年
４
月
〜
同
年
６
月
▼
平

成
17
年
度
＝
平
成
17
年
７
月
〜

同
18
年
６
月

学
生
納
付
特
例
…
平
成
17
年
度
＝

平
成
17
年
４
月
〜
同
18
年
３
月

●
申
請
方
法

希
望
者
は
年
金
手
帳
と
印
鑑
を

持
参
、
学
生
納
付
特
例
の
場
合
は

学
生
証
も
用
意
し
て
、
国
保
年
金

課
（
本
庁
舎
二
階
）
・
出
張
所
・

連
絡
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
平
成
十
八
年
度
分
の
申
請
も
、

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

免
除
な
ど
に
つ
い
て
、
詳
し
く

９
月
９
日
は

「
救
急
の
日
」

救
急
フ
ェ
ア
ー
開
催

日
時
…
９
月
９
日
析
、
午
後
１
時

〜
３
時
30
分
（
雨
天
中
止
）

会
場
…
ク
レ
ア
パ
ー
ク

川
越
市
医
師
会
の
協
賛
で
、
救

急
車
・
救
急
資
器
材
の
展
示
、
応

急
手
当
て（
心
肺
そ
せ
い
法
な
ど
）

の
方
法
講
習
、
応
急
手
当
て
ポ
ケ

ッ
ト
ブ
ッ
ク
・
携
帯
用
人
工
呼
吸

マ
ス
ク
の
配
布
、
キ
ッ
ズ
コ
ー
ナ

ー
な
ど
の
催
し
を
行
い
ま
す
。
市

民
の
皆
さ
ん
の
来
場
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

あ
な
た
の
手
で
！

救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
の
時

間
は
、
全
国
平
均
で
約
六
分
〜
七

分
。
人
の
脳
に
酸
素
が
運
ば
れ
な

く
な
っ
て
か
ら
五
分
で
、
約
50
パ

ー
セ
ン
ト
の
方
の
命
が
助
か
ら
な

い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
の
間

に
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た「
あ
な
た
」

な
の
で
す
。

「
救
命
講
習
」
を
行
っ
て
い
ま
す
!!

川
越
地
区
消
防
局
で
は
、
普

通
・
上
級
救
命
講
習
会
を
毎
月
実

施
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
毎

月
二
十
五
日
発
行
の
広
報
川
越

川
越
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
提
供
会
員
を
募
集
　

問
い
合
わ
せ
…
こ
ど
も
家
庭
課
管
理
係
・
℡
内
線
２
５
８
２

日
　
時

テ
ー
マ

午
前
10
時
〜
10
時
10
分

開
講
式
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

10
月
３
日
惜

午
前
10
時
10
分
〜
正
午

援
助
活
動
へ
の
期
待
・
援
助
活
動
の
実
際

午
後
１
時
〜
３
時

保
育
の
心

10
月
５
日
斥

午
前
10
時
〜
正
午

乳
幼
児
の
生
活
と
育
児
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

午
後
１
時
〜
２
時
30
分

子
ど
も
の
心
と
身
体
の
発
達

10
月
11
日
戚

午
前
10
時
〜
正
午

子
ど
も
の
事
故
と
安
全
・
応
急
処
置

午
後
１
時
〜
３
時

子
ど
も
の
食
事
と
お
や
つ

午
前
10
時
〜
正
午

い
っ
し
ょ
に
遊
ぼ
う
！
　
楽
し
く
遊
ぼ
う
！

10
月
17
日
惜

午
後
１
時
〜
２
時
50
分

子
ど
も
の
病
気

午
後
２
時
50
分
〜
３
時

閉
講
式

地
域
中
心
の
育
児
に
関
す
る
相
互
援
助
活
動
を
支
援
し
て
い
る
川
越

市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
で
は
、
子
育
て
の
手
伝
い
を

す
る
、
提
供
会
員
（
下
記
の
講
習
会
に
要
参
加
）
を
募
集
し
ま
す
。

会
場
…
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
オ
ア
シ
ス

定
員
…
先
着
三
十
人

申
し
込
み
…
９
月
１
日
昔
〜
11
日
席
（
日
曜
日
を
除
く
）
の
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
に
、
電
話
で
同
セ
ン
タ
ー
（
市
社
会
福
祉
協
議
会
内
）
・
℡

２
２
５-

３
８
２
８

＊
講
習
会
会
場
へ
は
、
公
共
交
通
機
関
や
自
転
車
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

＊
依
頼
会
員
と
し
て
の
入
会
希
望
者
は
、
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。



な
ど
に
相
談
し
て
、
処
理
を
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
環
境
業
務
課
管
理

係
・
℡
内
線
２
６
３
１

エ
コ
オ
フ
ィ
ス
に

仲
間
が
増
え
ま
し
た

ご
み
の
減
量
化
・
資
源
化
な

ど
、
環
境
に
配
慮
し
た
活
動
を
積

エ
コ
オ
フ
ィ
ス

土
木
・
建
築
業

近
藤
リ
フ
レ
サ
ー
ビ
ス
㈱
川

越
営
業
所
（
南

み
な
み

台だ
い

三
丁
目
）

製
造
業

日
油
技
研
工
業
㈱
（
的ま

と

場ば

新し
ん

町ま
ち

）
問
い
合
わ
せ
…
環
境
業
務
課
減
量

リ
サ
イ
ク
ル
推
進
係
・
℡
内
線

２
６
３
５

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品

＊
バ
ッ
グ
は
中
身
を
空
に
し
、
チ

ュ
ー
ブ
は
五
十
セ
ン
チ
未
満
に
切

っ
て
、
透
明
ま
た
は
半
透
明
の
袋

に
入
れ
て
「
可
燃
ご
み
」
の
日
に

出
し
て
く
だ
さ
い
。

市
で
処
理
で
き
な
い
物
…
「
注
射

器
」
や
「
注
射
針
」
な
ど
、
感

染
性
の
あ
る
物
や
鋭
利
な
物

＊
か
か
り
つ
け
の
医
療
関
係
機
関

極
的
に
行
っ
て
い
る
事
業
者
を
認

定
す
る
「
エ
コ
ス
ト
ア
・
エ
コ
オ

フ
ィ
ス
制
度
」。
こ
の
エ
コ
仲
間

に
、
二
事
業
者
が
エ
コ
オ
フ
ィ
ス

と
し
て
加
わ
り
ま
し
た
。

エ
コ
ス
ト
ア
・
エ
コ
オ
フ
ィ
ス

認
定
申
請
は
、
随
時
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
認
定
を
希
望
す
る
事
業

者
は
、
環
境
業
務
課
に
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。
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在
宅
医
療
廃
棄
物
の

処
分
方
法
に
つ
い
て

市
民
の
皆
さ
ん
の
家
庭
で
お
使

い
に
な
っ
た
医
療
廃
棄
物
に
は
、

市
で
処
理
で
き
る
物
と
で
き
な
い

物
が
あ
り
ま
す
。

市
で
処
理
で
き
る
物
…
点
滴
バ
ッ

グ
・
腹
膜
透
析
用
バ
ッ
グ
お
よ

び
付
属
の
チ
ュ
ー
ブ
な
ど
の
プ

10月から医療保険制度が変わります
■高額療養費が変わります
高額療養費…被保険者が同一の医療機関で、１か月の保険診療分の自
己負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給され

ます。保険診療分が対象のため、入院時の食事代や差額ベッド代、

保険適用外の費用は支給の対象外となります

●70歳未満の方
上位所得者・一般の、自己負担限度額が引き上げられます。

９月30日析まで

脆
10月１日隻以降

＊「上位所得者」とは、国保加入者の基礎控除後の総所得金額等が
600万円（９月30日析までは670万円）以上の世帯の方です。
＊「４月目以降」とは、診療月から見て過去12か月以内の同一世帯
において高額療養費の該当回数が４回以上あった場合の、４回目以降
の自己負担限度額となります。
同一世帯において、同一月に２人以上が（もしくは、同一人が同一

月に２つ以上の医療機関で）それぞれ21,000円以上の保険診療分の

自己負担額がある場合は、該当者の自己負担額を合算することができ

ます。

なお、慢性腎不全で人工透析を要する方の１か月の自己負担限度額

は１万円でしたが、上位所得者の自己負担限度額は２万円に引き上げ

られます。

●70歳以上の前期高齢者または老人保健の医療受給者
現役並み所得者・一般の、自己負担限度額が引き上げられます。

９月30日析まで

脆
10月１日隻以降

上記の対象は、国民健康保険加入者と老人保健医療受給者です。社

会保険などに加入している方は、それぞれの保険者にお問い合わせく

ださい。

問い合わせ…国民健康保険加入者＝国保年金課国保給付係・℡内線
2472$老人保健医療受給者＝福祉医療課老人医療係・℡内線2533

住民税課税世帯 １か月の自己負担限度額 ４月目以降
上位所得者 139,800円＋(保険診療費－466,000円)×1％ 77,700円
一　　般 72,300円＋(保険診療費－241,000円)×1％ 40,200円

住民税課税世帯 １か月の自己負担限度額 ４月目以降
上位所得者 150,000円＋(保険診療費－500,000円)×1％ 83,400円
一　　般 80,100円＋(保険診療費－267,000円)×1％ 44,400円

所得区分
外来の限度額

入院および世帯ごとの限度額
（個人ごとに計算）

現役並み所得者 40,200円
72,300円＋(保険診療費－361,500円)×1％
40,200円（４月目以降の場合）

一　　般 12,000円 40,200円

所得区分
外来の限度額

入院および世帯ごとの限度額
（個人ごとに計算）

現役並み所得者 44,400円
80,100円＋(保険診療費－267,000円)×1％
44,400円（４月目以降の場合）

一　　般 12,000円 44,400円


